
 

 

 

公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会 

令和４年度事業報告  

 

事業概要 

    令和４年度の滋賀県のシルバー人材センター事業は下記のとおりである。 

 

        会員数                      １２，６８３人   前年度比 ０．７７％増加 

        契約金額              ５，２６９，０３８，０８７円   前年度比 ２．８９％増加 

         （うち派遣事業          １，５６３，４２２，７５１円   前年度比 ４．６８％増加）            

        就業延べ人員                １，０２４，９５６人日 前年度比 ０．０６％増加 

         (うち派遣事業                 ２８１，９４３人日 前年度比 ０．５２％増加） 

                                   

 令和４年度は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が徐々に進んだが、諸物価の高騰など厳

しい経済状況でセンターを取り巻く環境は厳しいといえる中、全センターが一丸となって会員の拡

大、就業拡大に向け取り組んだ結果、すべての実績が対前年度実績を上回った。 

 特に会員数は９７名の純増となり、全国的に伸び悩んでいる地域が多い中、素晴らしい結果とい

える。 

これは各シルバー人材センターの日々の地道な活動の積み重ねの結実であり、センターの多

様な事業活動が評価されている結果ではないかと思われる。 

  

事業詳細   

  １ 県内就業ネットワーク事業 

県内の１９市町各シルバー人材センターと連合会が連携し、県域で効果的に就業機会の確

保・提供を行い、より多くの高年齢者の福祉の増進を目指すため、センターをインターネットで

つなぎ就業情報、会員情報を共有・活用し、県域の広域就業や、未充足発注の情報などの就

業情報の共有・ネットワーク化、また会員情報を共有・ネットワーク化し、高年齢者に対するリア

ルタイムな情報提供や広域マッチング機能の強化等を行うとともに、県内業務の最適化を行うこ

とにより円滑な就業機会の提供を行う県内就業ネットワーク事業を実施した。 

 

  ２ 安全就業対策事業 

        「安全はすべてに優先する」に基づき本年度は「県内統一安全就業作業マニュアル」の

活用など安全対策をさらに強化した。 

      本年度は下記の事業を行った。 

     (1)「安全就業推進委員会」の設置 

連合会における安全・適正就業事業の推進の核と委員会を位置付け、県内の安

全・適正就業対策について検討した。 

 



 

 

本年度は重篤事故の再発防止、事故減少のため、下記の事業を行った。 

       ・県内統一安全就業作業マニュアルの活用 

         県内統一安全就業作業マニュアルを各シルバー人材センターにおいて活用した。 

    (2)「安全就業推進員」の配置 

連合会に「安全就業推進員」を配置、安全・適正就業の推進を図った。 

(3)「安全就業推進標語」の活用 

令和 3年度・令和 4年度の安全就業推進標語の活用を行った。 

 「危ないよ 言える勇気と 聞く心」                 

    (4)「安全就業推進強化月間」（７月） 

        ７月を安全就業推進強化月間と定め、安全就業の推進に努めた。  

(5)「シルバー人材センター安全・適正就業推進会議」の開催 

本年度は安全対策の強化の意味から年２回（９月、２月）開催ともリアル開催とし、９

月開催は滋賀労働局労働基準部健康安全課 谷澤地方産業安全専門官から「墜落・

転落災害を繰り返さないため」と題して講演をいただき、特に植木の剪定作業等高所

作業の安全対策について研鑽に努め、２月開催は連合会産業医饗庭先生から「高齢

者の健康管理について」と題してご講演をいただき、特に会員の健康管理について研

鑽に努めた。 

 (6)「滋賀県シルバー人材センター連合保険制度」の運用 

          シルバー人材センター団体傷害保険及び賠償責任保険について、効果的な運用 

を行った。 

    (7)安全就業ニュースなどの情報収集と提供 

          全シ協安全就業ニュース、県内事故の毎月報告など、情報の収集と提供を行った。    

        昨年度より、保険適用外の事故も毎月報告に含みより事故防止に努めた。 

      

    ３ 就業開拓提供事業 

      「シルバー事業飛躍」の９年目として、全県における中・長期での就業拡大に向け、「シ

ルバー事業総合検討委員会」を設置、次の事業を重点に推進した。  

     (1)「シルバー事業総合検討委員会」「同作業部会」の設置 

        シルバー労働者派遣事業の効果的・効率的な運営、インボイス制度に対する対応、

フリーランス新法に対する対応、包括契約に対する対応、フレンドリーショップ事業の県

域展開についての検討を行い、また業務拡大による有料職業紹介事業、労働者派遣事

業の就業開拓を行った。 

(2)広域受注の調整を主とした「受託調整事業」を実施し、就業開拓を行った。 

     (3)ホームページを利用した就業開拓を行った。 

     (4)ポスターを作成し就業開拓を行った。 

     (5)県内センターのネットワーク化による情報共有化による就業開拓を行った。 

 

  ４ 職業紹介事業・指導相談 

県内における最適な「職業紹介事業」の運営方針、具体的な実施方法等を検討し、制度

構築を行い、職業紹介事務所を通じて、臨時的・短期的及び軽易な業務若しくはその能力



 

 

を活用して行う業務に係る仕事を希望する高年齢者を対象に、職業紹介により就業機会の

提供を行うとともに、求人事業所や求職者の広域調整、県内全域の職業紹介事業に係る統

括管理を行った。 

また、「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」に基づく適正就業の徹底、センタ

ーが円滑かつ適正に事業が行えるよう指導・助言体制を確立し、事務局の業務の効率化を

図るため、次の事業を実施した。 

(1)「シルバー事業総合検討委員会」「同作業部会」の設置 

(2)シルバー人材センター事業に係る定期指導の実施 

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会の「シルバー人材センター事業指

導事業実施要綱」に基づく、「シルバー人材センター事業に係る定期指導」を７センター

において実施した。 

(3)顧問弁護士制度 

複雑化する社会情勢の中、センターを取り巻く法律問題に適切に対応するべく顧問

弁護士による法律相談を実施した。 

本年度の相談は、賠償責任問題の１件であった。 

(4)顧問税理士制度 

各シルバー人材センターの会計、税務面での事務処理を効率的かつ正確に行うため、

顧問税理士制度を実施した。  

 

  ５ 労働者派遣事業 

労働者派遣法の令和２年４月改正に伴う「同一労働同一賃金」をシルバー労働者派遣事

業において適切に実施するため、「シルバー事業総合検討委員会」を設置し、県内におけ

る最適な「労働者派遣事業」の運営方針、具体的な実施方法等を検討し、制度構築を行

い、臨時的・短期的及び軽易な業務若しくはその能力を活用して行う業務に係る仕事を希

望する高年齢者を対象に、労働者派遣事業により就業機会の提供を行った。 

また、国による「高齢者活用・現役世代雇用サポート事業」によるシルバー人材センター

における派遣事業の拡大が必要とされる中、県内全域の労働者派遣事業に係る統括管理

（労働契約及び労働者派遣契約の管理、会計の管理・報告）等を行い、センターにおける

就業基準等に基づく適正就業に努めた。 

  

   令和４年度実績 

    契約金額    １，５６３，４２２，７５１円 

    就業延べ人員       ２８１，９４３人日 

    実人員             ３，０５７人 

      業務拡大契約              ２５件 

      業務拡大実人員          ２９人 

 

 

 

 



 

 

  ６ 委託事業 

       国の委託事業として、高齢者活躍人材確保育成事業を実施した。 

      高齢者活躍人材確保育成事業 

シルバー派遣就業を希望する高年齢者を対象に育児支援分野や人材不足分野等 

において、活躍できるよう臨時的かつ短期的な就業、軽易な業務に係る就業を行うため

に必要な技能を付与するための講習会を開催した。 

 講習実施結果 

講習会    ２０回 （１講習中止） 

受講者計 ２９８名 

 

  ７ 普及啓発事業 

      県内におけるシルバー人材センターの事業の発展を促進するため、下記の普及啓発の

事業を行った。 

   (1)「シルバー環境美化週間」の実施 

 １０月のシルバー人材センター普及啓発月間中の１０月９日（日）から１０月１５日（土）に

「シルバー環境美化週間」を設定し、県内全シルバー人材センターの会員がボランティア活

動として、学校等の公共施設等の清掃活動を実施した。 

・参加した会員 ２，３１９人、収集したゴミ袋 ２，４８２袋 

   (2)「シルバーフェスティバルｉｎ大津」の実施 

           シルバー人材センター事業の普及啓発を目的として、大津市なぎさ公園サンシャインビ

ーチにおいて、「工作」「昔遊び」「手作りおもちゃ」「会員の手作り品販売」等のコーナーを

設け広く市民に各シルバー人材センターの事業活動の普及啓発を行った。 

 ・来場者 ８００人  

(3)普及啓発ポスターによる普及啓発活動 

   シルバー人材センター事業を広く普及させるとともに、シルバー人材センターの会員増強、

就業機会の開拓に資するため、普及啓発ポスターを作成し、各シルバー人材センター、各

ハローワーク、滋賀県庁各課、各市町行政、ＪＲ主要駅及び県内の関係機関に配布・掲示し、

普及啓発活動を行った。 

(4)ハローワークにおけるシルバー相談会の実施 

     県内ハローワークにおいて、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しながら「シルバー

相談会」を実施し相談を行った。 

(5)ホームページによる普及啓発活動 

   シルバー人材センター事業の普及啓発や、連合会及び各シルバー人材センターのディ

スクロージャー（情報公開）対策に資するため、連合会のホームページを有効に活用した。 

(6)事業年報、広報資料による普及啓発 

   事業年報を作成、関係諸機関に配布するとともに、本年度は就業開拓に特に力を入れ、

就業開拓のための広報活動の展開を図った。 

 

 

 



 

 

  ８ 調査研究事業 

      シルバー人材センター事業を取り巻く環境に対応し、各事業運営の効果的な実施を検討

する「調査研究事業」として、次の委員会を設置し、調査研究を行い、事業運営の進展を図

った。 

(1)「安全就業推進委員会」の設置及び調査研究の実施 

(2)「シルバー事業総合検討委員会」「同作業部会」の設置及び調査研究の実施  

(3)「シルバーフェスティバル事業検討委員会」の設置及び調査研究の実施      

(4)専門調査研究会の開催 

   ・安全・適正就業推進会議（２月、９月） 

   ・新任職員調査研究会（業務）（会計）（４月） 

   ・会計職員調査研究会（２月） 

(5)全シ協等が主催する交流研修会等への参加 

 

  ９ シルバー人材センター事業運営の法令遵守 

      シルバー人材センター事業の円滑な運営を図るため、関係機関との連携を密にし、公益

法人としてのシルバー事業運営の法令遵守及び事業に係る「シルバー人材センターの適

正就業ガイドライン」の遵守を図った。 


